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水車小屋調査について
神戸大学大学院文化学研究科院生 河野末央

文化財保護法の-一部改正 (現行の文化財保護

法は昭和25年度に施行)により､建築物や土木

構造物については登録制度が採用され､ゆるや

かな規制がとられることになった｡これを受け

て神戸市教育委員会文化財課では､登録対象 と

なる市域の建築物及び土木構造物についての調

査を実施 している｡平成16年 (2004)度には､

文化財保護法の改正が予定され､文化的景観や

民俗技術などが､新たな保護対象となる｡

これを受け､同文化財課では､平成16年 (200

4)3月に､住吉川流域における水車小屋調査を

おこな うことになった｡これは､水車小屋 とそ

れにつ らなる掛樋 ･水路 (開渠 ･暗渠)などの

設備の風化や消失を惜 しみ､地域の歴史遺産と

して残 していくことを目的として実施 されたも

のである｡

このような調査事業に対 して､地域連携セン

ターでは､研究員や専門的知識をもつ学生 ･院

生を､調査補助員 (アルバイ ト)として派遣す

るとい う形で協力 した｡この事業に加わったメ

ンバーは､河野末央 (神戸大学大学院文化学研

究科)､人見佐知子 (地域連携センター研究員)､

村山俊男 (神戸大学大学院文学研究科)･静剛 (大

阪教育大学)･近藤浩二 (愛媛大学OM)の5名で

ある｡メンバーは平成16年 (2004)の3月15日か

ら5日間にわたり､踏査 ･現状確認 ･撮影等の調

査活動をおこなった｡

もともと江戸時代から近代初頭にかけて､灘

目地域の河川は､水車産業がさかんな所であっ

た｡主に絞油や精米に利用されたそれ らの水車

は､住吉川 ･都賀川 ･味泥川水系に多く開かれ

ていたが､とくにたくさん集中していたのが､

住吉川流域であった｡

この住吉川流域の水車小屋については､すで

に平成13年 (2001)に文化財課がほぼ全域にわ

たる調査を実施 している｡ しかし､前回の調査

は現状把握が主な目的であったため水車小屋の

構造､水車の規模､水路等については必ず しも

充分な調査を進められなかった｡それ らについ

てのより詳細な調査をおこな うことが､今回の

調査の目的である｡ただ し､今回は調査 目数の

制限もあり､調査地域は住吉川流域の うち東谷

系統に絞られた｡

一一日目 (3月15日)は､事前調査として文化財

課の方の案内により､調査地域である東谷系統

を巡見した｡これにより､前回の調査では確認

できていた八車両場付近の水車小屋はすでに全て

取 り壊された り焼失 した りして失われているこ

とがわかった｡同行 していただいた文化財課の

方 と相談 した結果､以降は水車小屋跡地に残さ

れた滝壷遺構の実測､取水経路の確定等を中心

に調査活動を進めることに決定 した｡それにし

てももう少 し早い時点での調査がかなっていれ

ば､と悔やまれてならなかった｡

二 日目は､取水の始点を確定する作業から始

まった｡前 日の調査よりもさらに上流を目指 し

遊歩道より奥に薮をかきわけて進むと､八両場

北側､上流の砂防ダム脇の崖より水路跡が確認

できたが､これより先に進むことはできず､こ

こか ら水を引いていたのか､さらに上流まで遡

ることができるのかは確認することができなか

った｡ しかし､そこから水車小屋があったとさ

れる付近までは､水路は非常に良い状態で残存

していることが確認できた｡

三 日目以降は水路に沿って下流-と向かい､

水車小屋が建っていたと考えられる平場6ヶ所 と

滝壷5ヶ所を調査 した｡前述のような状況であっ

たため､水車小屋の全貌を明らかにすることは
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出来なかったが､石臼など水車営業に使用する

種々の道具について､散在 しつつも多数残され

ていることを確認した｡さらに下流の地点2ヶ所､

｢石久｣(石材所)と甲南斎場南側の七輪場付近

とにおいて､水車小屋跡 とおぼ しき場所が確認

できた｡ただしこれ らの敷地についてはいずれ

も所有者から立入許可を得る必要があり､今回

の調査では遺構の実測までにはいたらなかった｡

最終的には東西二手に分かれていた住吉川が

合流する地点まで調査を進めた｡散歩中の老女

に聞き取 り調査を実施 したところ､かつて水車

小屋はこの合流地点まであったそ うだが､現時

点では目立った遺構は確認できなかった｡

実地調査はこの地点で終了し､3月24日･25日

には､神戸市教育委員会文化財課の一角を借 り､

報告書を作成 した｡

今回の調査では水車小屋 自体がすでに失われ

てしまってお り､調査員 としては非常に残念な

思いもしたが､取水経路をほぼ確定 したこと､

水車小屋で利用された道具類が残存 しているこ

とを確認できたことなどの成果も得ることがで

きた｡今後はそれ らの早急な保存が望まれると

ともに､今回調査できなかった地点についても

さらに調査を積み重ねていく必要があると思わ

れる｡
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